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提案理由 

国に対して、外形標準課税の中小企業への適用拡大を行わないことを強く求

める。 

これが、本案を提出する理由である。 



外形標準課税の中小企業への適用拡大に反対する意見書 

 

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」において、数年で法人

実効税率を２０％台まで引き下げることを目指すことを決定した。 

法人実効税率引き下げ自体は、日本の立地競争力の強化、我が国企業の競争

力向上の観点から進めていくべきものだが、巨額の財源が必要であるという課

題がある。 

そこで、政府が我が国経済の基盤である中小企業への増税を検討しているこ

とに懸念が高まっている。特に、外形標準課税の中小企業への適用拡大につい

ては、付加価値の大半は賃金であり、中小企業においてその傾向は顕著なこと

から、賃金、持続的な成長への悪影響が強く懸念されるところである。 

よって、本市議会は国に対して、外形標準課税の中小企業への適用拡大を行

わないことを強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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